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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　薬剤を吐出して利用者に吸入させる吸入装置であって、
　前記利用者の処方箋の情報を含む利用者個人に関する情報を格納する記憶手段と、
　前記薬剤を収容し、収容された薬剤の種類を識別するためのコードを有するタンクと、
　前記タンクから供給された薬剤を吐出する吐出ヘッドと、
　前記コードを読み取って前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に記載された薬剤と
の照合結果が一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記コードを読み取って
前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に記載された薬剤との照合結果が一致しなかっ
た場合に、前記吐出ヘッドを動作不能とする吐出許可手段と、
を有することを特徴とする吸入装置。
【請求項２】
　前記タンクと、前記吐出ヘッドとが一体的に形成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項３】
　入力手段を更に備え、
　前記吐出許可手段は、前記記憶手段に格納された情報と前記入力手段から入力された情
報とが一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記記憶手段に格納された情報
と前記入力手段から入力された情報とが一致しなかった場合に、前記吐出ヘッドを動作不
能とする
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ことを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項４】
　利用者の生体認証を行うための認証センサを更に備え、
　前記吐出許可手段は、前記記憶手段に格納された利用者の生体的特徴に関する情報と前
記認証センサからの情報が一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記記憶手
段に格納された利用者の生体的特徴に関する情報と前記認証センサからの情報とが一致し
なかった場合に、前記吐出ヘッドを動作不能とする
ことを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項５】
　前記コードが電気的に読み取り可能なものである
ことを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項６】
　前記コードが光学的に読み取り可能なものである
ことを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項７】
　表示又は音で警告を行う警告手段をさらに備え、
　前記警告手段は、前記吸入装置が所定回数の吸入動作を行ったときに、前記タンク又は
前記吐出ヘッドの交換を促すように警告を行う
ことを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項８】
　前記吐出許可手段は、前記吸入装置が所定回数の吸入動作を行ったときに、前記吐出ヘ
ッドを動作不能とする
ことを特徴とする請求項１に記載の吸入装置。
【請求項９】
　利用者の処方箋の情報を含む利用者個人に関する情報を格納する記憶手段と、薬剤を収
容し、収容された前記薬剤の種類を識別するためのコードを有するタンクと、前記タンク
から供給された薬剤を吐出する吐出ヘッドと、前記吐出ヘッドを駆動制御する制御手段と
、を備えた吸入装置における吐出ヘッドの制御方法であって、
　前記制御手段が、前記コードを読み取って前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に
記載された薬剤との照合結果が一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記コ
ードを読み取って前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に記載された薬剤との照合結
果が一致しなかった場合に、前記吐出ヘッドを動作不能とする
ことを特徴とする吐出ヘッドの制御方法。
【請求項１０】
　前記吸入装置が入力手段を更に備え、
　前記制御手段が、前記記憶手段に格納された情報と前記入力手段から入力された情報と
が一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記記憶手段に格納された情報と前
記入力手段から入力された情報とが一致しなかった場合に、前記吐出ヘッドを動作不能と
する
ことを特徴とする請求項９に記載の吐出ヘッドの制御方法。
【請求項１１】
　前記吸入装置が、利用者の生体認証を行うための認証センサを更に備え、
　前記制御手段が、前記記憶手段に格納された利用者の生体的特徴に関する情報と前記認
証センサからの情報とが一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記記憶手段
に格納された利用者の生体的特徴に関する情報と前記認証センサからの情報とが一致しな
かった場合に、前記吐出ヘッドを動作不能とする
ことを特徴とする請求項９に記載の吐出ヘッドの制御方法。
【請求項１２】
　前記吸入装置が、表示又は音で警告を行う警告手段をさらに備え、
　前記警告手段が、前記吸入装置により所定回数の吸入動作が行われたときに、前記タン
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ク又は前記吐出ヘッドの交換を促すように警告を行う
ことを特徴とする請求項９に記載の吐出ヘッドの制御方法。
【請求項１３】
　前記制御手段が、前記吸入装置により所定回数の吸入動作が行われたときに、前記吐出
ヘッドを動作不能とする
ことを特徴とする請求項９に記載の吐出ヘッドの制御方法。
【請求項１４】
　請求項９から１３のいずれか１項に記載の吐出ヘッドの制御方法の各工程をコンピュー
タに実行させるプログラムを記録したことを特徴とするコンピュータ読み取り可能な記録
媒体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、吸入装置及び吐出ヘッド制御方法に関し、特に、薬剤を微小液滴として吐出し
て利用者に吸入させる吸入装置及びそのような吸入装置の吐出ヘッド制御方法に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、医学及び科学の進歩により、平均寿命が延びて高齢化社会となりつつある。その反
面、食生活や生活環境の変化、環境汚染、ウイルスや菌などによる新たな病気や感染症が
見つかり、人々の健康に対する不安は増えている。特に、先進国と呼ばれる国々において
は、糖尿病や高血圧などの生活習慣病の患者の増加が問題となっている。
【０００３】
一方、医療機関の数はこのような患者の増加に対応できるほど増えておらず、通院可能な
医療機関がない地域もあるため、政策を含めた今後の対応が懸念されている。
【０００４】
このため、高齢者あるいは生活習慣病や慢性疾患の患者に対して、通院せずに医師の診断
を受けたり日常的な健康管理が行える、遠隔医療システムや在宅健康管理システムが提案
されている。
【０００５】
これらのシステムの代表的な構成は、対称となる個人が自宅などに端末を設置し、インタ
ーネットなどの通信回線を介して医療機関又はセンターにあるサーバに接続し、端末から
問診に対する回答や血圧、体温等の測定値を入力・送信し、サーバに収集されたデータを
看護婦や医師がチェックして、異常の有無やメッセージを返送するものである。
【０００６】
このような医療システムを運用するためには、各利用者の診療記録（カルテ）を電子的に
記録した電子カルテと、電子カルテのデータ及び各種測定値等を蓄積する医療データベー
スとが必要となるが、この電子カルテ及び医療データベースについては、様々な方面から
提案がなされている。
【０００７】
特に、電子カルテは、現在問題となっている医療ミスや投薬ミスを防止するのに有効であ
り、またその内容を患者や家族にも公開することで患者側の「知る権利」を満たすものと
して大きな関心が寄せられている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
上記のような医療用システムにおいて使用する端末の形態としては、表示画面と入力デバ
イスを備える通常のパーソナルコンピュータの形態をしたものと、例えば、血圧等の特定
の値が測定できる専用端末としたものとがある。
【０００９】
通常のパーソナルコンピュータのような機器を端末として使用する場合には、機器の設定
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や操作方法が複雑となり、利用できる対象が限られてしまう。
【００１０】
また、専用端末の場合には、利用者が複数の疾病や疾患にかかっており、様々な測定を行
う必要がある場合に、複数の専用端末を用いて測定を行うこととなり、煩わしいばかりで
なく結果的に利用者の負担が増える。
【００１１】
更に、従来提案されている医療用システムでは、例えば、利用者が慢性疾患等を煩ってお
り定期的に薬剤を投与する必要がある場合、その薬剤の投与及び管理は利用者側に委ねら
れており、システム側でサポートする機能を備えていない。このため、このような利用者
にとっては薬剤の投与及び管理に関する負担が軽減されないという問題が生じる。
【００１２】
具体的な例を挙げて説明すると、現在増加傾向にある糖尿病の患者のうち、Ｉ型と呼ばれ
るインスリン依存型糖尿病の患者は、膵臓からインスリンが分泌されないため、定期的に
インスリンを投与する必要がある。インスリンの投与は現在皮下注射によって行われてい
るため、患者の肉体的・精神的負担は大きい。
【００１３】
このような患者の負担を軽減するために、針が細くあまり痛みを感じないペン型の注射器
も開発されているが、Ｉ型糖尿病の患者は、インスリンを定期的に投与する必要がある以
外は健常者と同様に働いている場合が多いので、ペン型であっても人前で注射を打つこと
には精神的に抵抗があるため、適切な時間に投与を行うのが困難となる。
【００１４】
このため、患者自身による投与を容易とするべく、薬剤を注射ではなく液滴として吐出し
て吸気と共に肺に到達させ、肺から薬剤を投与する方法も提案されている。
【００１５】
しかしながら、患者個人での薬剤の投与が容易となると、誤った薬剤の投与や、適切な量
やインターバルを守らない場合にどのように対処するのかが問題となる。また、誤操作や
別の目的で使用されることを防止する必要もある。
【００１６】
本発明は以上のような状況を鑑みてなされたものであり、誤まった薬剤を装着したり吸入
装置の誤操作を防止することができ、患者自身での薬剤の投与が正確かつ容易に行える、
吸入装置及び吐出ヘッド制御方法を提供することを目的とする。
【００１７】
【課題を解決するための手段】
　上記目的を達成するために本発明の吸入装置は、薬剤を吐出して利用者に吸入させる吸
入装置であって、
　前記利用者の処方箋の情報を含む利用者個人に関する情報を格納する記憶手段と、
　前記薬剤を収容し、収容された薬剤の種類を識別するためのコードを有するタンクと、
　前記タンクから供給された薬剤を吐出する吐出ヘッドと、
　前記コードを読み取って前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に記載された薬剤と
の照合結果が一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記コードを読み取って
前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に記載された薬剤との照合結果が一致しなかっ
た場合に、前記吐出ヘッドを動作不能とする吐出許可手段と、
を有する。
【００１８】
　また、上記目的を達成する本発明の吐出ヘッドの制御方法は、利用者の処方箋の情報を
含む利用者個人に関する情報を格納する記憶手段と、薬剤を収容し、収容された前記薬剤
の種類を識別するためのコードを有するタンクと、前記タンクから供給された薬剤を吐出
する吐出ヘッドと、前記吐出ヘッドを駆動制御する制御手段と、を備えた吸入装置におけ
る吐出ヘッドの制御方法であって、
　前記制御手段が、前記コードを読み取って前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に
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記載された薬剤との照合結果が一致した場合に、前記吐出ヘッドを動作可能とし、前記コ
ードを読み取って前記タンクに収容された薬剤と前記処方箋に記載された薬剤との照合結
果が一致しなかった場合に、前記吐出ヘッドを動作不能とする。
【００１９】
このようにすると、吸入装置での薬剤投与の際に、誤まった薬剤を装着したり吸入装置の
誤操作を防止することができ、患者自身での薬剤の投与が正確かつ容易に行える。
【００２０】
【発明の実施の形態】
以下添付図面を参照して本発明の好適な実施形態について詳細に説明する。なお、ここで
は本発明の健康管理システムの実施形態として医療用の健康管理システムを例に挙げて説
明する。
【００２１】
［全体構成］
図１は、本実施形態の医療用の健康管理システムの全体構成を示すブロック図である。図
示されたように、本実施形態は、データベース１００、医療機関端末１１０、製薬会社端
末１２０、販売店端末１３０、利用者端末２００Ａ～２００Ｎから構成される。ここでは
データベース１００、医療機関端末１１０、製薬会社端末１２０、及び販売店端末１３０
それぞれ１つだけが示されているが、これはあくまで例示であり、それぞれ複数あってよ
いことはもちろんである。また、利用者端末も２００Ａ～２００Ｎ（以下、単に２００と
総称する）の４つだけが示されているが、実際には多数の利用者端末が接続される。
【００２２】
図２は、本実施形態で取り扱うデータを示した図である。本実施形態では、登録される個
人に関するデータとして、住所、氏名、生年月日、連絡先、職業、勤務先、等を含む基本
データと、ＩＤ（国民全てに番号が割り当てられている場合にはその番号、そのようなも
のがない場合には保険証に記載されている番号等）、暗証番号、パスワードなどの英数字
及び、指紋、声紋、掌紋、顔、虹彩、網膜血管パターンなどの生体認証データを含む識別
データと、番号、種別、使用記録等を含む健康保険のデータと、診察記録、処方箋、投薬
データ、入院記録、病歴や家族の病歴等を含む各個人毎に電子化された診療や処方箋のデ
ータ（電子カルテ）と、健康診断等で得られた測定値のデータとを扱う。また、緊急連絡
先として指定医療機関のデータ、後述する吸入器の設定データも個人に関するデータとし
て扱う。
【００２３】
また、医療データとして、登録番号、所在地、連絡先、登録医師、設備等を含む医療機関
のデータと、登録番号、所在地、連絡先、取り扱い薬品、規模等を含む製薬会社のデータ
と、登録番号、所在地、連絡先、取り扱い薬品、及び薬剤師名等を含む薬品販売店のデー
タと、薬品名、効能、注意事項等を含む薬剤データと、吸入器の取り扱いや保守に関する
データを含む吸入器データ（不図示）とを扱う。
【００２４】
これらのデータ全てはデータベース１００に格納されるが、個人に関するデータは各個人
の利用者端末２００にも取り外し可能なメモリカードの形態で格納される。
【００２５】
データベース１００は、例えば、行政区域等のある一定の範囲毎に設けられ、その地域内
に住む住民個人に関するデータと医療データとを格納する医療用データベースサーバであ
る。このデータベース１００の設置場所としては、その行政区域の専用の施設であっても
指定された特定の病院であってもよい。また、各データベースは互いに接続されており、
住民が居住地以外の区域で治療を受ける場合や移動した場合などに必要なデータにアクセ
スできるように構成されている。
【００２６】
医療機関端末１１０は各医療機関に設置され、データベース１００と接続されており、利
用者端末２００のメモリカードを挿入するスロットを備えている。診察の際に、医療機関
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に勤務する医師や看護婦は、患者の持参した利用者端末２００のメモリカードを医療機関
端末１１０に挿入し、診察の参考とするべく診療に訪れた患者個人に関するデータを読み
出す。また、診察結果に基づいてデータベース１００のデータ及び患者のメモリカード内
の電子カルテのデータの更新を行う。
【００２７】
このとき記録される処方箋のデータには有効期限も含まれており、その期限内に患者が再
度診察を受けることにより、必要に応じて有効期限の再設定が行われる。
【００２８】
また、診察の際に医師は、患者個人に関するデータに加え、薬剤データを参照して、患者
が複合疾患（内蔵疾患と循環器系疾患を併発した場合など）であるときに、処方内容が競
合したときの判断の参考とする。このような場合には、患者に情報を伝え（インフォーム
ド・コンセント）患者が希望する処方を優先するようにしてもよい。
【００２９】
更に、患者のＤＮＡの解析結果を患者のメモリカードあるいはデータベース１００に記録
しておけば、従来の平均的・統計的手法にかわり、遺伝子診断、遺伝子治療と呼ばれる手
法を取り入れて処方を決定することもできる。
【００３０】
製薬会社端末１２０は各製薬会社に設置され、データベース１００と接続されている。製
薬会社に勤務する者は、この端末よりデータベース１００にアクセスして、医療機関や薬
品販売店にある薬品の在庫データを調べると共に納入した薬品の出庫のデータを更新し、
並びにこれらのデータに基づいて生産管理のデータを処理する。
【００３１】
販売店端末１３０は各薬品販売店に設置され、データベース１００と接続されており、利
用者端末２００のメモリカードを挿入するスロットを備えている。販売店に勤務する者は
、客が来店したときに持参した利用者端末２００のメモリカードを挿入して客の処方箋デ
ータを読み取る。また、この端末よりデータベース１００にアクセスして、訪れた客の処
方箋データを読み出して照合し、両者のデータが一致したことを確認して薬品を販売する
。そして、販売した薬品に関して、データベース１００及び客のメモリカードの投薬デー
タの更新を行う。
【００３２】
この場合、事前に代理人となる人間のＩＤや生体認証情報をデータベース１００に登録し
ておけば、患者本人以外に家族や介護者などが代理人として薬品を受け取ることもできる
。
【００３３】
更に、利用者が口座を持っている金融機関あるいはクレジットカードの会社などと電子商
取引（ＥＣ）に関する契約を取り決めておけば、実際にその場で代金を支払わずに、利用
者端末２００を介して薬品を購入する際の決済が行われるようにすることもできる。これ
は医療機関に支払う診察代や薬品代についても同様である。
【００３４】
利用者端末２００は、利用者が常に携帯して持ち運べるように、小型、軽量であり、それ
ぞれ特定の個人に対応付けられており、上述のように利用者個人に関するデータを格納す
る取り外し可能なメモリカードを収納する。また、後で詳述するが無線通信機能と利用者
の健康管理をサポートする入出力デバイスとを有しており、無線通信によってデータベー
ス１００と必要に応じて適宜接続される。
【００３５】
［利用者端末］
図３は、利用者端末２００の構成を示すブロック図である。本実施形態の利用者端末２０
０は、全体を制御するＣＰＵを含むコントローラ２０１、利用者の健康管理をサポートす
る入出力デバイスとしての吸入器２０２、無線通信をサポートする通信部２０３、制御プ
ログラムや各種データを格納する内部メモリ２０４、個人に関するデータを格納するメモ
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リカード２０５、Ｉ／Ｏインタフェース２０６、テンキーや緊急通報（エマージェンシー
）スイッチ等の各種スイッチを含むキースイッチ２０７、液晶ディスプレイやマイク、ス
ピーカなどの表示・音声入出力部２０８、生体認証用のセンサ２０９、及び電源として２
次電池などの充電可能なバッテリー（不図示）とを備えている。
【００３６】
吸入器２０２は、所定量の液状の薬剤が収容されたタンク２０２２Ｂ、及びタンクから供
給された薬剤を微小液滴として吐出する吐出ヘッド２０２２Ａを有するカートリッジ２０
２２と、カートリッジ２０２２を駆動制御する制御部２０２１と、カートリッジあるいは
タンクに付与されたコードを読み取ったり利用者の吸入状態（負圧）を検出するためのセ
ンサ２０２３とを含んでおり、熱を利用したインクジェット方式に基づいて液状の薬剤を
微小液滴として吐出してミストあるいはエアロゾルを形成して吸気の際に肺から薬剤を体
内に投与する。
【００３７】
この投与方式は、注射器による投与に代わるものとして、患者自身による薬剤の投与を容
易にすると共に精神的、肉体的負担を軽減するものである。
【００３８】
通信部２０３は、キースイッチ２０７のテンキー及び表示・音声出力部２０８によって適
切な通信方式に従った通話、及びデータベース１００とのデータ通信が無線を介して行え
るように構成されている。
【００３９】
無線通信の方式については特に記載しないが、現在実用化されている移動体通信（携帯電
話、ＰＨＳ、自動車電話等）で採用されている方式や、衛星を経由した方式、あるいはブ
ルートゥースを用いた方式であってもよい。
【００４０】
内部メモリ２０４は、ＲＯＭなどの読み取り専用の媒体であってもよいが、通信部２０３
を介してプログラムの更新や変更が可能なように、書き換え可能な記憶媒体であってもよ
い。
【００４１】
メモリカード２０５は、半導体記憶媒体、ＭＯやＣＤ－Ｒ、ＣＤ－ＲＷあるいは小型の磁
気ディスク等の少なくとも追記が可能で取り外しのできる記憶媒体である。
【００４２】
また、Ｉ／Ｏインタフェース２０６は、利用者が必要に応じて血圧、脈拍、血糖値、体温
、尿蛋白などを測定するとき、あるいは自身の測定データを印刷するために、各種測定セ
ンサやプリンタなどの外部入出力機器２５０を選択的に接続できるように構成されている
。
【００４３】
本実施形態の利用者端末２００は吸入器２０２を一体とした構成であるが、この吸入器２
０２は、他の薬剤投与器具や上記の測定センサと同様に外部入出力機器２５０の１つとし
て別体として取り外し可能に構成されていてもよい。
【００４４】
認証センサ２０９は、利用者端末２００を登録された人間だけが利用できるように、指紋
、声紋、掌紋、顔、虹彩、網膜血管パターンなどのいずれかによって使用者の生体認証を
行うセンサである。
【００４５】
更に、図示しないが、ＧＰＳあるいは無線電話網の基地局から受信する電波の強度を利用
して現在位置を検出すると共に、地図情報を利用して最寄りの医療機関や薬品販売店への
経路を示すナビゲーション機能を備えている。
【００４６】
［セキュリティ対策］
本実施形態の医療用の健康管理システムは、取り扱うデータがプライバシー及び重要な医
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療データに関するのでデータを十分に保護すると共に、医療ミスや操作ミスを防止するた
めに、動作の際にフェイルセーフとなるように構成する必要がある。
【００４７】
例えば、データベース１００に格納されるデータは、追加書き込み（追記）のみ可能とす
るのがよいが、ある程度古くなったデータは特定の管理者によって別の記憶媒体にバック
アップした後に上書きするようにしてもよい。また、利用者端末２００のメモリカードは
必要な容量を過剰に大きくしないように、所定年数経過したデータには上書きするように
してもよい。
【００４８】
データベース１００は、接続される医療機関端末１１０、製薬会社端末１２０、販売店端
末１３０、利用者端末２００の各端末に対してデータ項目毎にアクセス権を設定する。
【００４９】
具体的には、医療機関端末１１０からは、データベース１００の全てのデータにアクセス
可能であるが、書き込みが可能なのは、その医療機関に関する一部のデータと、訪れた患
者の健康保険の使用記録のデータと、電子カルテのデータと、健康診断等で得られた測定
値のデータだけである。販売店端末１３０は、客の利用者端末のメモリカードを挿入して
ＩＤが一致した際には個人の処方箋データ及び投薬データにアクセスできるが、通常は薬
剤に関するデータと製薬会社のデータに対してのみアクセス可能とする。製薬会社端末１
３０は、薬剤に関するデータと医療機関及び薬品販売店の在庫状況のデータとに対しての
みアクセス可能とする。
【００５０】
また、これら各端末を操作する際にはＩＤ、暗証番号、パスワードなどの入力が必要なよ
うにする。更に、利用者端末２００と同様なセンサによる生体認証を併用してもよい。
【００５１】
データベース１００と利用者端末２００との接続は無線を介して行われるので、特に厳密
なセキュリティ対策を講じる必要がある。利用者端末２００からアクセスできるデータは
、利用する個人に関するデータだけであり、利用者端末から書き込み可能なデータは、薬
剤の使用記録（投薬データ）や利用者個人が測定したデータだけである。利用者端末２０
０からデータベース１００にアクセスする際にはＩＤ、暗証番号、パスワードなどの英数
字に加え認証センサ２０９による生体認証を行う。また、データを通信する際には暗号化
技術を用いて漏洩や傍受（盗聴）を防止するのがよい。
【００５２】
本実施形態では利用者が処方する薬剤に対してもセキュリティ対策を講じて、誤使用や投
薬ミス、誤操作を防止するように構成されている。
【００５３】
利用者端末２００の吸入器２０２は、１回の投与毎にカートリッジ２０２２あるいはタン
ク２０２２Ｂのいずれかを交換する。従って、カートリッジあるいはタンクは個別包装さ
れて開封／未開封が容易に解るようになっている。使用する薬剤や吐出方法に応じてどち
らを１回の使用毎に交換するようにしてもよいが、以下では説明を簡略化するためにタン
ク２０２２Ｂを交換するものとする。
【００５４】
タンクのみを１回毎に交換する際には、吐出ヘッドは複数回使用することとなるが、吐出
性能を保証するために、カートリッジが装着されてから使用された回数が所定回数となっ
たらあるいは所定の期間が経過したら、新たなカートリッジとの交換を促すように表示や
音で警告を与えると共に、例えば、熱エネルギーを発生するヒータが断線するように構成
して、実際の吸入動作が行えないようにするのが好ましい。そして、新たなカートリッジ
が装着された際には、ＩＤやパスワードを入力させて利用者を再確認する。
【００５５】
薬剤の誤った投与を防止するためには、タンク２０２２Ｂに光学的あるいは電気的に読み
取り可能なコードを付与し、利用者端末２００に装着されたときにメモリカード２０５内
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に格納された電子カルテに記載された薬剤データとコードの情報とを照合するようにして
、電子カルテのデータと異なる薬剤が納められたタンクが装着された場合、及び患者が指
示された投与量を越えて投与を行おうとしたり適切なインターバルを守らない場合には、
表示や音で警告を与えると共に、実際の吸入動作が行えないようにするのがよい。
【００５６】
カートリッジ２０２２に同様のコードを付与することも、誤ったカートリッジの装着を防
止するのに有効である。また、カートリッジには制御部２０２１との接続のための電気的
端子が設けられているので、この端子を利用して種別を識別するようにしてもよい。
【００５７】
また、１度使用したタンク内に再度薬剤を注入（リフィル）して再使用すると薬液の純度
低下や細菌による汚染の可能性がある。このため、タンクの外壁を金属などの材料として
注入が不可能な構成としたり、薬剤を使用した後には上記コードを読み取れなくするよう
に、上書きあるいは書き換えるのも有効である。タンクや薬剤自体に処方毎に異なる色を
つけて、利用者が容易に識別できるようにしたり、異なる薬剤を使用する場合には、吸入
器部分全体を交換するようにして薬剤の混入を防止することも考えられる。
【００５８】
更に、処方箋に基づいた適切なインターバルで薬剤の投与が行われるように、表示や音、
振動などで利用者に薬剤投与のタイミングを通知するようにするのが好ましい。
【００５９】
吸入器を実際に動作させる際にもＩＤやパスワードを入力させて利用者を再確認すると共
に、動作中に誤った操作が行われたり機器の故障が検出された際には、表示や音で警告を
与えて、直ちに動作を停止させて安全側に作用するようにするのが望ましい。
【００６０】
本実施形態の利用者端末はバッテリー駆動であるので、吸入動作中にバッテリーが切れる
のを予防するために、バッテリーの残りの電力をチェックして１回の吸入動作が行えない
残量であったら吸入動作を行えないようにしたり、あと数回でバッテリーが切れることを
事前に通知する必要がある。また、バッテリー残量が少なくなった時などに、例えば、吐
出時間を長くするなど、通常の吐出よりも電力消費の少ない省電力モードに切り換えたり
できるようにするのもよい。
【００６１】
更に、衛生上の観点から吐出ヘッドの吐出面（ノズル）を保護すると共に吐出性能を維持
するために、ノズル面をキャッピングして表面に残った薬剤の乾燥、固着、並びに不要な
薬剤が漏れるのを防止する。このキャップは吸入器のキャップと一体的に構成するのがよ
い。
【００６２】
［緊急通報］
本実施形態の利用者端末２００は、患者の状態が急変したり異常事態が生じたときに、利
用者端末２００のキースイッチ２０７に設けられた緊急通報（エマージェンシー）スイッ
チを所定時間以上連続して押し続けると緊急通報モードに入る。
【００６３】
図９は緊急通報モードの内容の例を示す図である。図示されたように本実施形態の利用者
端末は、緊急通報モードに入るとメニュー画面が表示される。利用者がメニュー画面が表
示されてから所定時間以上何も操作しないと、事態が深刻であると判断して、非常通報を
行う。この非常通報では、自動的に救急車に直ちに出動を要請すると共に予め設定された
家族などの連絡先にも自動的に通知するように設定されている。
【００６４】
緊急通知のメニュー画面の項目としては、指定医師への連絡、追加の医療内容の通知、応
急処置内容の指示、ナビゲーション、及び緊急通話などが用意されている。
【００６５】
緊急通話とは利用者本人が通話可能な状態であるときに、救急施設に連絡して症状を伝え



(10) JP 4332293 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

たり、医師や家族に連絡するためのものである。
【００６６】
また、ナビゲーションとは、データベース１００に格納された医療データに基づいて上述
のように最寄りの、あるいは患者の使用している薬剤の供給できる医療機関や薬品販売店
への経路を示す機能である。
【００６７】
［カートリッジ及びタンク］
本実施形態のカートリッジは、熱を利用したインクジェット方式に基づいて液状の薬剤を
微小液滴として吐出する。これはプリンタなどの記録装置で実用化されている、いわゆる
バブルジェット方式と呼ばれる方式と基本的に同じであるが、医療用として使用するため
に、吐出ヘッドやタンクについても記録装置とは異なる特徴をいくつか有している。
【００６８】
例えば、吐出ヘッドの構成材料としては、金メッキされたもの、セラミック、ガラスなど
を用いる。また、吐出する薬剤の種類や投与の方法（肺まで到達させる必要があるか否か
等）に応じて、吐出口（ノズル）の配列や形状を異なったものとする。
【００６９】
タンクに収納される薬剤についても、目視により残量が確認できるように着色したり、加
熱により薬剤の性質が変化しないように予め焦げやすい糖類や多糖類を混入しておりたり
することが考えられる。更に、収容される薬剤の容量についても、１回の投与に必要な量
に、吐出が途中で失敗した場合や吸入の前あるいは後に行う回復処理に必要な量を加えて
、吐出が正しく行われた際にはある程度の量が残るようにするのが好ましい。
【００７０】
なお、本実施形態のタンクは二重構造となっており、金属などからなる外部の壁と収納さ
れた薬剤の容量に応じて形状が変化する柔軟な部材からなる内部の壁とが一体的に成形さ
れている。通常のインクジェット方式で用いられるインクタンクとは異なり、内部に多孔
質の吸収体はなく、大気連通口も設けられていない。
【００７１】
また、タンクは例えば所定の本数単位で包装されて供給されるが、このとき、スポイトや
滅菌ガーゼなどの吐出ヘッドやキャップのメンテナンスを行うための器具や治具を同梱し
ておくのがよい。
【００７２】
上記のように、本実施形態では１回の投与毎にタンク２０２２Ｂを交換し、カートリッジ
２０２２も所定回数あるいは一定の期間毎に交換するが、交換されたカートリッジやタン
クは、以下のようにして有効にリサイクルされる。
【００７３】
カートリッジ及びタンクは、製薬会社で製造され、医師の記載した電子カルテの処方箋に
従って、医療機関の薬局又は市井の薬品販売店で患者に供給される。上記のように患者が
カートリッジ又はタンクを入手する際には、医療機関端末１１０又は販売店端末１３０に
メモリカードを挿入し、メモリカードに格納された処方箋データとデータベース１００内
の処方箋データとが照合される。また、投薬データには過去に使用した薬剤のデータも記
録されているので、患者が同じカートリッジ又はタンクを既に使用しているかどうかが容
易に解る。
【００７４】
従って、既に同じカートリッジ又はタンクを使用している場合には、使用済みのカートリ
ッジ又はタンクを持参して、新しいものと交換するようにする。この場合、カートリッジ
やタンクを回収したか否かも薬剤使用記録として投薬データに記録するようにすれば、回
収をより確実にすることができる。
【００７５】
カートリッジやタンクは医療機関又は販売店を経由して製薬会社に回収され、外観や機能
を検査し、まだ使用できるものは洗浄の後、殺菌消毒され、再度薬剤が充填され、コード
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の情報が書き換えられて再使用される。
【００７６】
［吸入動作］
次に、本実施形態の利用者端末２００を用いて実際の吸入動作を行う際の処理を、図４の
フローチャートを参照して説明する。
【００７７】
最初に、使用する薬剤投与に関する調整が済んでいるかどうか判断される（ステップＳ３
０１）。調整動作は、薬剤の１回の投与量、投与インターバルなどのデータを登録する初
期設定（ステップＳ３０２）、利用者個々の空気吸入の量やプロファイルを測定し吐出条
件を決定するテスト吸入（ステップＳ３０３）、及びテスト吸入の結果、正しく調整が終
了したかどうかの判断（ステップＳ３０４）からなる。
【００７８】
この調整動作は、薬剤の投与が必要であると診断された際に、例えば医師などの専門家の
指導の下で行われ、測定された空気吸入の量やプロファイル、決定された吐出条件は、吸
入器設定データとしてデータベース１００及び利用者端末２００のメモリカード２０５の
両方に記憶される。
【００７９】
次に実際の吸入動作を行うべく、カートリッジ及び／又はタンクを吸入器２０２に装着す
る（ステップＳ３０５）。そして動作が行えるようにＩＤ番号、暗証番号あるいはパスワ
ードのいずれかと指紋などの生体認証手段との組合わせから、利用者の認証を行う（ステ
ップＳ３０６）。
【００８０】
実際の吸引動作を行う前に、吸引治具などの器材を用いて吸引・回復処理を行う（ステッ
プＳ３０７）。その後、利用者は吸入器の吐出口側端を咥え、吸入動作を実行する（ステ
ップＳ３０８）。薬剤の吐出は利用者の吸入を負圧センサなどで検出することによって開
始され、吐出が行われている間には利用者端末は信号音等を発生するようにするのがよい
。吸入を数回繰り返して所定量の薬剤が吐出されたら（ステップＳ３０９）、吸入が終了
する。このときも吸入が終了したことを信号音や表示などで通知するのがよい。
【００８１】
［吐出の駆動制御］
本実施形態は、熱を利用したインクジェット方式に基づいて液状の薬剤を微小液滴として
吐出する。この方式は駆動波形をパルス状とすることにより、吐出される液滴の数をパル
スの数によって制御することが可能であるため、吐出量を正確に管理する用途に適してい
る。
【００８２】
しかしながら本実施形態では、医療用として使用するために記録装置とは異なる吐出制御
を行っている。すなわち、記録装置は紙などの記録媒体に上方からインクを吐出して記録
を行うが、本実施形態の吸入器ではミストあるいはエアロゾル状となるように薬剤を吐出
して利用者の吸入空気と共に薬剤を肺まで到達させる必要がある。
【００８３】
このため、通常の記録装置よりも液滴のサイズをはるかに小さくし、かつこのような小さ
なサイズの液滴を適量だけ確実に吐出させるように制御する必要がある。その反面、液滴
のサイズが小さくなると、吐出された液滴の運動エネルギーが小さいため、吐出方向につ
いては記録装置のようにほぼ１方向とする必要はなく、様々な方向に吐出した液滴が飛翔
したり液滴同士が衝突したりしてもよい。
【００８４】
従って、本実施形態では、空気吸入のプロファイル（パターン）に応じて駆動パラメータ
を変化させる。例えば、空気吸入の際、単位時間当たりの吸入量は開始時点が多く、終了
直前には少なくなる。従って、吸入時間（１秒から２秒）内に複数回の吐出を行う場合、
最初の吐出と最後の吐出とでは吐出速度や駆動周波数などを変化させる。また、吐出方式
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を変えたり、液滴の大きさや主滴／副滴の割合を変えることも考えられる。これらの駆動
パラメータを変化させるタイミングは、使用する薬剤に関連付けられてメモリカードに記
憶されるようにするのが好ましい。
【００８５】
更に、空気吸入のプロファイルは、年齢や性別、体格などにより個人差があるため、処方
が同じであっても利用者個人に合わせて微調整（チューニング）する必要がある。これは
上記で図４のフローチャートのＳ３０２～Ｓ３０４に関して説明した部分で行われる。
【００８６】
また、吐出が正確に行われたことを確認するために、吐出された液滴を例えば、光学的検
出手段などによってモニタするのが好ましい。この場合、正しく吐出が行われていない場
合には警報を発生するようにするのがよい。検出方法としては、反射光、屈折光、透過光
、あるいは散乱光を検出したり、薬剤に混入した着色料や蛍光剤を検出する方法、または
レーザを用いたものなどが考えられる。
【００８７】
［薬剤の流れ］
ここで図５を参照して本実施形態における薬剤（カートリッジ及びタンク）の流れについ
て説明する。
【００８８】
製薬会社で製造された薬剤は、医療機関及び販売店にそれぞれ納入される。そして、利用
者（患者）が医師の診察結果により薬剤を投与する必要が生じたら、例えば初診の際には
、診察を受けた医療機関の薬局で所定日数分の薬剤を受け取る。
【００８９】
また、２回目以降で診察が伴う場合には上記と同様に医療機関の薬局で薬剤を受け取る。
このとき、前回受け取って使用済みの薬剤と交換すると共に、電子カルテの投薬データに
新たに渡した薬剤のデータを書き込む。
【００９０】
診察が必要ない場合には、薬品販売店に出向いて薬剤を受け取ることもできる。この場合
にも前回受け取って使用済みの薬剤と交換すると共に、販売店端末で電子カルテの投薬デ
ータに新たに渡した薬剤のデータを書き込む。
【００９１】
患者から受け取った使用済みの薬剤は、医療機関及び薬品販売店から製薬会社に回収され
、上述のようにリサイクルされる。
【００９２】
［データの流れ］
図６は本実施形態におけるデータの流れの概容を示す図である。
【００９３】
図示されたように、本実施形態の健康管理システムは、データを集中的に管理するデータ
ベース１００を中心として構成されているが、各端末でも必要な情報を分散的に管理する
。
【００９４】
医療機関端末１１０は、薬剤データをデータベース１００から読み取る。また、診察の際
には患者の利用者端末２００のメモリカードから患者の個人データを読み取ってデータベ
ース１００から読み取ったデータと照合し、健康保険のデータや電子カルテのデータをデ
ータベース１００及び患者のメモリカードに書き込む。
【００９５】
製薬会社端末１２０は、データベース１００から医療機関や販売店の薬剤の在庫データを
読み取り、納入した薬剤のデータを出庫データとしてデータベース１００に書き込む。ま
た、新たな薬剤が開発されたときや新たな効能が発見されたときなどに、薬剤データをデ
ータベース１００に書き込む。
【００９６】
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販売店端末１３０は、患者が訪れたときに患者の利用者端末２００のメモリカードから処
方箋データ及び投薬データを読み取り、データベース１００から読み取った処方箋データ
と照合する。そして、患者が購入した薬剤に関する投薬データをメモリカード及びデータ
ベース１００に書き込む。
【００９７】
患者の利用者端末２００のメモリカードには、患者自身あるいは医療機関以外で検査器を
用いて測定された測定データが書き込まれる。この測定データは、無線通信又は医療機関
端末１１０を介して適宜データベース１００に書き込まれる。また、患者からの要請によ
り、自身の電子カルテのデータや最寄りの医療機関や薬品販売店に関するナビゲーション
データをデータベースから読み取る。
【００９８】
［具体例］
以下、本実施形態の医療用の健康管理システムを用いていくつかの患者の健康管理を行う
具体的な例を示す。
【００９９】
なお、以下の具体例では、いずれの患者も役所などの公共機関や定期健診を受けた医療機
関で発行され、基本データ、識別データ、健康保険データ、測定データがメモリカードに
格納された利用者端末２００を既に所有しているものと想定する。
【０１００】
（１）インスリン治療患者
図７及び図８のフローチャートは、診察時及び薬剤支給時に行われる処理の例をそれぞれ
示している。以下、これらのフローチャートを参照してインスリン治療の必要な患者の例
を説明する。
【０１０１】
患者Ａは定期健診で血糖値が高いことを指摘され、近くの医療機関で診察を受けるべく出
向いた。自身の利用者端末からメモリカードを取り出して医師に渡した。医師は患者のメ
モリカードを医療機関端末に挿入し（ステップＳ７０１)、医師の診察を受けた（ステッ
プＳ７０２）。診察の結果Ｉ型糖尿病と診断され、インスリンの定期的な投与が必須とな
った。処方する薬剤は、中間型と速効型の混合製剤と決定され、朝食前と夕食前３０分以
内に各２０単位摂取するように義務付けられた。医師と相談の上、標準摂取時刻を設定し
て電子カルテが作成された（ステップＳ７０３）。
【０１０２】
この電子カルテのデータは、患者の利用者端末２００のメモリカードとデータベース１０
０とに書き込まれた。このとき、認証データとして新たに顔写真及び指紋のデータも書き
込まれた。患者Ａはインスリン摂取の方法として肺吸入を選択し（ステップＳ７０４）、
利用者端末２００の吸入器を初めて使用することとなった。
【０１０３】
医師の指導の下、図４のステップＳ３０２からＳ３０４に関して説明したようにして、患
者Ａの吸入器設定データがメモリカード及びデータベースに登録された（ステップＳ７０
５）。
【０１０４】
以上の処理が終了したら、処方箋のデータを作成・更新し（ステップＳ７０６）、患者の
メモリカードを医療機関端末から取り出して返却し（ステップＳ７０７）診察時の処理を
終了する。
【０１０５】
患者Ａは薬剤を受け取るべく、利用者端末２００をもって当該医療機関の薬局に行った。
自身のメモリカードを薬局内の担当者に渡した、担当者は、薬局内の医療機関端末に患者
のメモリカードを挿入し（ステップＳ８０１）、ＩＤと指紋とで本人であることを確認し
（ステップＳ８０２）、メモリカード内の処方箋とデータベース内の処方箋を照合して確
認した（ステップＳ８０３）。Ｓ８０２及びＳ８０３のいずれかの照合が正しく行われな



(14) JP 4332293 B2 2009.9.16

10

20

30

40

50

かったら、処理を中断して患者に通知する。
【０１０６】
Ｓ８０２及びＳ８０３の照合が正しく行われたので、担当者は１ヶ月分のインスリンを患
者Ａに渡した（ステップＳ８０４）。このインスリンはカートリッジ一体型であり、受け
取った薬箱には吸引治具も納められている。この薬剤の支給は初回であることを確認し（
ステップＳ８０５）、投薬データとして受け取ったインスリンの量、日付、使用期限、期
間等の情報がメモリカードとデータベースの両方に書き込まれ（ステップＳ８０７）、メ
モリカードが取り出されて患者に返却された（ステップＳ８０８）。
【０１０７】
自宅に帰った後、標準設定時刻を告げる警告音が鳴り、患者Ａは受け取った薬箱から個包
装されたカートリッジ１つを取り出して、注意深く開封して薬の漏れ等がないことを確認
して吸入器部分に装着した。利用者端末は、カートリッジが装着されるとメモリカードの
電子カルテに記載された処方箋データと装着されたカートリッジの情報とを照合して、カ
ートリッジの種類や装着時刻がディスプレイに表示された。
【０１０８】
そして、図４のステップＳ３０６からＳ３０９に関して説明したようにして、ＩＤや指紋
で利用者の認証を行い、治具を用いて吸引・回復動作を行った後、インスリンの吸入を行
い、吸入による自己摂取を終了した。このとき吸入動作を実行した日時はメモリカードに
記憶される。
【０１０９】
以上のような吸入動作を定期的に繰り返して数日過ぎた頃、出先で体の異常を感じ、利用
者端末のナビゲーション機能を利用して最寄りの薬品販売店に出向いて、血糖値を測定し
測定結果をメモリカードに記憶した。測定した値は通常より多少高めであったので、メモ
リカードに記憶されたデータをデータベースに転送して、利用者端末の緊急通報機能を用
いて担当の医師に連絡して通話により指示を仰いだ。
【０１１０】
別のある日、手持ちのインスリンが少なくなったので、行きつけの薬品店で購入しようと
したが、在庫が切れていた。そこでナビゲーション機能を用いてインスリンの在庫がある
最寄りの薬品店を検索して出向いた。上記と同様に図８のＳ８０１からＳ８０４に記載さ
れた処理に従って、新しいカートリッジを受け取った。この場合はこの薬剤の支給が初回
ではないのでステップＳ８０５からステップＳ８０６へ進み、使用済みのカートリッジを
返却した。販売店端末でメモリカード及びデータベースの投薬データと、薬剤の在庫デー
タとが更新されて患者にメモリカードが返却された。
【０１１１】
（２）勃起不全症患者
次に、勃起不全症患者の例を上記と同様に図７及び図８のフローチャートを参照して説明
する。
【０１１２】
患者Ｂは診察を受けるべく医療機関に出向いた。自身の利用者端末からメモリカードを取
り出して医師に渡した。医師は患者のメモリカードを医療機関端末に挿入し（ステップＳ
７０１)、診察を行った（ステップＳ７０２）。診察の結果、勃起不全症と診断され、医
師との相談に基づき、肺吸入により性腺刺激ホルモンを３ヶ月の間投与することとなった
。薬剤の支給は１週間単位と設定され、摂取は一定のインターバルを守り、患者自身が必
要に応じて決定することとなった。以上の情報は、メモリカード及びデータベースの電子
カルテに書き込まれた（ステップＳ７０３）。
【０１１３】
医師の指導の下、図４のステップＳ３０２からＳ３０４に関して説明したようにして、患
者Ｂの吸入器設定データがメモリカード及びデータベースに登録された（ステップＳ７０
５）。また同時に、認証データとして新たに顔写真及び指紋のデータも書き込まれた。
【０１１４】
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以上の処理が終了したら、処方箋のデータを作成・更新し（ステップＳ７０６）、患者の
メモリカードを医療機関端末から取り出して返却し（ステップＳ７０７）診察時の処理を
終了する。
【０１１５】
患者Ｂは利用者端末２００をもって当該医療機関の薬局に行き、自身のメモリカードを薬
局内の担当者に渡した、担当者はメモリカードを薬局に設置されている医療機関端末に挿
入し（ステップＳ８０１）、ＩＤと顔写真とで本人であることを確認し（ステップＳ８０
２）、メモリカード内の処方箋とデータベース内の処方箋を照合して確認し（ステップＳ
８０３）、１週間分の薬剤を患者Ｂに渡した（ステップＳ８０４）。この薬剤はタンク交
換型であり、受け取った薬箱には吸引治具も納められている。この薬剤の支給は初回であ
ることを確認し（ステップＳ８０５）、投薬データとして受け取った量、日付、使用期限
、期間等の情報がメモリカードとデータベースの両方に書き込まれ（ステップＳ８０７）
、メモリカードが取り出されて患者に返却された（ステップＳ８０８）。
【０１１６】
患者Ｂは必要に応じて薬箱からタンクを取りだしてカートリッジに装着し、効力発揮希望
時間に合わせて、上記（１）と同様に吸入による自己摂取を行った。
【０１１７】
１週間後、受け取った薬剤が無くなったので患者Ｂは薬品販売店に出向いた。上記と同様
に図８のＳ８０１からＳ８０４に記載された処理に従って、新しいタンクを受け取った。
この場合はこの薬剤の支給が初回ではないのでステップＳ８０５からステップＳ８０６へ
進み、使用済みのタンクを返却した。販売店端末でメモリカード及びデータベースの投薬
データと、薬剤の在庫データとが更新されて患者にメモリカードが返却された。
【０１１８】
（３）禁煙希望者
次に、禁煙希望者の例を上記と同様に図７及び図８のフローチャートを参照して説明する
。
【０１１９】
患者Ｃは禁煙をめざし、医療機関に出向いて治療を受けることとした。自身の利用者端末
からメモリカードを取り出して医師に渡した。医師は患者のメモリカードを医療機関端末
に挿入し（ステップＳ７０１)、問診を行った（ステップＳ７０２）。問診及び相談に基
づき、肺吸入により段階的にニコチン摂取量を減少させることとなった。薬剤の支給は１
週間単位と設定され、１日の最大摂取量は一定の濃度減少勾配に従って決定することとな
った。以上の情報は、メモリカード及びデータベースの電子カルテに書き込まれた（ステ
ップＳ７０３）。
【０１２０】
医師の指導の下、図４のステップＳ３０２からＳ３０４に関して説明したようにして、患
者Ｃの吸入器設定データがメモリカード及びデータベースに登録された（ステップＳ７０
５）。また同時に、認証データとして新たに顔写真及び指紋のデータも書き込まれた。
【０１２１】
この場合、吸入器は一定間隔以下のインターバルで吸入を行うと、１回当たりのニコチン
吐出量が減少し、１日の最大摂取量を越えないようにコントロールされる。更に、前日の
摂取量が最大摂取量未満であってもその残りの量を翌日には持ち越せないように制御され
ている。
【０１２２】
以上の処理が終了したら、処方箋のデータを作成・更新し（ステップＳ７０６）、患者の
メモリカードを医療機関端末から取り出して返却し（ステップＳ７０７）診察時の処理を
終了する。
【０１２３】
患者Ｃは利用者端末２００をもって当該医療機関の薬局に行き、自身のメモリカードを薬
局内の担当者に渡した、担当者はメモリカードを薬局に設置されている医療機関端末に挿
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入し（ステップＳ８０１）、ＩＤと顔写真とで本人であることを確認し（ステップＳ８０
２）、メモリカード内の処方箋とデータベース内の処方箋を照合して確認し（ステップＳ
８０３）、１週間分の薬剤を患者Ｃに渡した（ステップＳ８０４）。この薬剤はタンク交
換型であり、受け取った薬箱には吸引治具も納められている。この薬剤の支給は初回であ
ることを確認し（ステップＳ８０５）、投薬データとして受け取った量、日付、使用期限
、期間等の情報がメモリカードとデータベースの両方に書き込まれ（ステップＳ８０７）
、メモリカードが取り出されて患者に返却された（ステップＳ８０８）。
【０１２４】
患者Ｃは喫煙の代わりに１日に数回、薬箱からタンクを取りだしてカートリッジに装着し
、上記（１）と同様に吸入による自己摂取を行った。
【０１２５】
１週間後、受け取った薬剤が無くなったので患者Ｃは別の医療機関に出向いた。医師は患
者Ｃのメモリカードを医療機関端末に挿入し、患者Ｃの電子カルテを読み出して設定され
た濃度減少勾配に従って、１日の最大摂取量や１回の吸入回数等が設定され、新たな処方
箋が書き込まれた。また、吸入器も新たな処方に応じて再度調整された。
【０１２６】
そして、上記と同様に医療機関の薬局で、図８のＳ８０１からＳ８０４に記載された処理
に従って、新しいタンクを受け取った。この場合はこの薬剤の支給が初回ではないのでス
テップＳ８０５からステップＳ８０６へ進み、使用済みのタンクを返却した。薬局の医療
機関端末でメモリカード及びデータベースの投薬データと、薬剤の在庫データとが更新さ
れて患者にメモリカードが返却された。
【０１２７】
（４）入院患者
次に、入院患者の例を図１０のフローチャートを参照して説明する。
【０１２８】
患者Ｄは勤務先の定期健康診断で胃癌が発見され、除去手術を受けるべく医療機関へ出向
いた。医療機関では患者のメモリカードを医療機関端末に挿入し（ステップＳ１１０１）
、過去の健康診断の結果及び胃部Ｘ線撮影画像を読み出して診断し、手術を行った（ステ
ップＳ１１０２）。
【０１２９】
手術結果に基づいて術後の治療方法を含む電子カルテが作成され（ステップＳ１１０３）
、入院するベッドに備えられたベッドサイド端末に患者Ｄのメモリカードが移され（ステ
ップＳ１１０４）、医師や看護婦などの担当者が登録された（ステップＳ１１０５）。
【０１３０】
このベッドサイド端末は、医療機関端末１１０の変形であり、その構成は利用者端末２０
０から吸入器２０２を取り除いたものとほぼ同様である。ただし、ディスプレイなどの表
示画面は、視認しやすいように大きくなっている。この表示画面上には患者の名前と病気
名や症状が常に表示されている。
【０１３１】
医師や看護婦によって行われる毎日の治療では、表示画面に表示された名前と症状とを確
認して患者を識別し（ステップＳ１１０６）、医師や看護婦のＩＤを入力して患者の電子
カルテを読み出し（ステップＳ１１０７）、回診や必要な検査又は測定を行い（ステップ
Ｓ１１０８）、その結果に基づいて処方データを更新する（ステップＳ１１０９）。
【０１３２】
一定期間経過後、症状が回復し退院許可がおりた（ステップＳ１１１０）。退院の際には
患者にメモリカードが返却された（ステップＳ１１１１）。
【０１３３】
［実施形態の効果］
以上説明したように本実施形態によれば、以下のような効果がある。
【０１３４】
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（１）様々な個人データ及び医療データを電子化してデータベースに格納することにより
、情報の共有化による効率的な医療行為が期待できる。
【０１３５】
（２）各端末にアクセス権を設定すると共に個人識別を行うことにより、プライバシーに
係わる個人のデータを保護することができる。
【０１３６】
（３）利用者端末に緊急通報モードが設けられているので、緊急時に適切かつ迅速な対応
が可能となる。
【０１３７】
（４）従来注射により投与していた薬剤を利用者端末の吸入器を用いて投与することによ
り、患者自身での薬剤の投与が容易となり、患者の精神的、肉体的負担が軽減される。
【０１３８】
（５）吸入器での薬剤の吐出駆動の際に、駆動パラメータを吸気速度等に応じて変化させ
ることにより、より多くの薬剤を肺まで送り込んで吸入効率を向上させることができる。
【０１３９】
（６）吸入器での薬剤投与の際に、個々の患者の吸気量やプロファイルに従った適切な吐
出制御を行い効率良く薬剤を投与することができる。
【０１４０】
（７）患者自身で薬剤投与を行う際に、誤まった薬剤を装着したり吸入器の誤操作を防止
することができる。
【０１４１】
（８）利用者端末のコントローラにより、薬剤の投与量や投与インターバルを処方箋デー
タに従って正確に管理することができる。
【０１４２】
（９）薬剤の支給及び投与が記録されるので、各患者が使用した薬剤や在庫の管理が正確
に行える。更に、使用済みのカートリッジやタンクの回収も正確に行える。
【０１４３】
（１０）利用者端末のメモリカードにも処方箋データが記憶されているので、このデータ
を読み取ることにより、地域を問わず処方箋に従った薬剤の受け取りが可能となる。
【０１４４】
（１１）利用者端末のナビゲーション機能により、最寄りのあるいは適切な医療機関や薬
品販売店へのアクセスが容易となる。
【０１４５】
［他の実施形態］
以上の実施形態においては、医療用の健康管理システムを例に挙げて説明したが、本発明
はこれ以外の様々なアプリケーションに適用できる。
【０１４６】
例えば、上記と同様な利用者端末とスポーツクラブ等に設置した端末とを用いて、美容や
健康のために、予め設定したプログラムに従って利用者がダイエットや運動を規則正しく
行うように指示を与えるシステムや、薬剤以外の体に必要なビタミンやミネラル等を過不
足なく摂取するために、上記の利用者端末の吸入器を使用することも考えられる。
【０１４７】
このような医療以外のアプリケーションに適用する際には、必要に応じてデータベースや
各端末に格納するデータや利用者端末の機能が変更される。
【０１４８】
更に、医療用の健康管理システムとしても、ぜんそく患者の吸入治療に上記の利用者端末
の吸入器を使用したり、現在注射あるいは飲み薬によって体内に投与されている薬剤を上
記の利用者端末の吸入器を使用して体内に投与することが考えられる。
【０１４９】
また、健康管理システムの構成も上記実施形態に限定されるものではなく、例えば、デー
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【０１５０】
【発明の効果】
以上詳細に説明したように本発明によれば、吸入装置での薬剤投与の際に、誤まった薬剤
を装着したり吸入装置の誤操作を防止することができ、患者自身での薬剤の投与が正確か
つ容易に行えるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態としての医療用の健康管理システムの全体構成を示すブロッ
ク図である。
【図２】図１の実施形態で取り扱うデータを示す図である。
【図３】図１の実施形態における利用者端末の構成を示すブロック図である。
【図４】図３の利用者端末を用いた吸入動作を示すフローチャートである。
【図５】図１の実施形態における薬剤の流れを示す図である。
【図６】図１の実施形態におけるデータの流れを示す図である。
【図７】医療機器端末での診察時の処理を示すフローチャートである。
【図８】薬剤支給時の処理を示すフローチャートである。
【図９】緊急通報モードを説明するための図である。
【図１０】入院患者に対する処理を示すフローチャートである。
【符号の説明】
１００　データベース
１１０　医療機関端末
１２０　製薬会社端末
１３０　販売店端末
２００　利用者端末
２０１　コントローラ
２０２　吸入器
２０３　通信部
２０４　内部メモリ
２０５　メモリカード
２０６　Ｉ／Ｏインタフェース
２０７　キースイッチ
２０８　表示・音声入出力部
２０９　認証センサ
２５０　外部入出力機器
２０２１　制御部
２０２２　カートリッジ
２０２２Ａ　吐出ヘッド
２０２２Ｂ　タンク
２０２３　センサ
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